
○宝塚市立看護専門学校条例 

平成６年９月３０日 

条例第４１号 

注 平成１４年３月２９日条例第１０号から条文注記入る。 

（設置） 

第１条 保健師助産師看護師法（昭和２３年法律第２０３号）に規定する看護師を養成す

るため、学校教育法（昭和２２年法律第２６号）の規定に基づき、宝塚市立看護専門学

校（以下「学校」という。）を設置する。 

（平１４条例１０・一部改正） 

（位置） 

第２条 学校の位置は、宝塚市小浜４丁目５番５号とする。 

（授業料等） 

第３条 学校の受験料、入学金、授業料及び再試験料は、次のとおりとする。 

(１) 受験料 ２０，０００円 

(２) 入学金 ２００，０００円 

(３) 授業料 月額 ４０，０００円 

(４) 再試験料 １回につき ２，０００円 

（平１８条例４６・平１９条例３１・平２２条例４０・令４条例３３・令７条例

３５・一部改正） 

（入学金又は授業料の減免） 

第４条 市長は、特別の理由があると認めるときは、入学金又は授業料を減額し、又は免

除することができる。 

（委任） 

第５条 この条例に定めるもののほか、学校の管理及び運営に関し必要な事項は、規則で

定める。 

附 則 

この条例は、平成７年４月１日から施行する。ただし、第３条及び第４条の規定（授業

料に係る部分は除く。）は、公布の日から施行する。 

附 則（平成１４年条例第１０号） 

この条例は、公布の日から施行する。 



附 則（平成１８年条例第４６号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１８年７月１日から施行する。ただし、第３条第３号の改正規定は、

平成１９年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の第３条第３号の規定は、平成１９年４月１日以後に入学し、又は転入学する

者に係る授業料について適用し、同日前に在学する者に係る授業料については、なお従

前の例による。 

附 則（平成１９年条例第３１号） 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（適用区分） 

２ 改正後の第３条第２号の規定は、平成２０年４月１日以後に入学する者に係る入学金

について適用し、同日前に入学する者に係る入学金については、なお従前の例による。 

附 則（平成２２年条例第４０号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２３年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の第３条第３号の規定は、平成２３年４月１日以後に入学する者に係る授業料

について適用し、同日前に在学する者に係る授業料については、なお従前の例による。 

附 則（令和４年条例第３３号） 

（施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。ただし、第３条第２号の改正規定及び

次項の規定は、令和５年１１月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の第３条第２号の規定は、令和６年４月１日以後に入学する者に係る入学金に

ついて適用し、同日前に入学する者に係る入学金については、なお従前の例による。 

３ 改正後の第３条第３号の規定は、令和６年４月１日以後に入学する者に係る授業料に

ついて適用し、同日前に在学する者に係る授業料については、なお従前の例による。 

附 則（令和７年条例第３５号）抄 



（施行期日） 

１ この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。 

(１) 略 

(２) 第１条、第２条（宝塚市環境衛生事務手数料条例第５条の改正規定（「３００円」

を「４００円」に改める部分に限る。）に限る。）、第３条から第７条まで、第１０

条（宝塚市総合福祉センター条例第１０条第１項第１号の改正規定に限る。）、第１

１条（宝塚市立老人福祉センター条例第９条第１号の改正規定に限る。）、第１２条、

第２３条、第２４条及び第２７条の規定並びに次項から附則第１０項まで及び第１２

項から第１４項までの規定 令和８年１０月１日 

（宝塚市立看護専門学校条例の一部改正に伴う経過措置） 

１２ 第２３条の規定による改正後の宝塚市立看護専門学校条例第３条第４号の規定は、

令和８年１０月１日以後になされた再試験の申込みに係る再試験料について適用し、同

日前になされた再試験の申込みに係る再試験料については、なお従前の例による。 

 


